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いよいよ“年金空白期間”始まる！いよいよ 年金空白期間 始まる！

「 成 年度（ 年度）「平成2５年度（２０１３年度）」

この年は、大きな変更があります。それは「平成２５年度
に60歳になる人（男性）」から 年金の報酬比例部分がに60歳になる人（男性）」から、年金の報酬比例部分が
６１歳からの支給になり、1年間まったく年金が出なくな
ります。ります。

会社で雇ってもらえなかったら一切収入がない“暗黒の
5年間”の始まりです。5年間 の始まりです。

政府は65歳までの再雇用を義務付ける法改正を目指し
ますが、どうなることか－

会社はいよいよ希望者全員の再雇用を迫られることに
なりそうです。 1



６５歳まで再雇用義務化
希望者対象に厚労省方針

年金の支給開始年齢引き上げに合わせて６０歳以上の雇用を確年金の支給開始年齢引き上げに合わせて６０歳以上の雇用を確
保するため、厚生労働省は、６５歳まで希望者全員を再雇用するよ
う企業に義務づける方針を固めた。２０１３年度から実施する考え
だ 方 不安定な雇用が問題とな ている 契約社員 期間従業だ。一方、不安定な雇用が問題となっている、契約社員、期間従業
員などの有期雇用については期間に上限を設け、契約満了の時
期を決めない無期雇用への転換を促す。いずれも１４日の労働政期を決めない無期雇用 の転換を促す。いずれも１４日の労働政
策審議会に提案し、労使の同意を得て、来年の通常国会での法改
正を目指す。

在 高 齢者 安定 高齢 定 後現在の高年齢者雇用安定法（高齢法）には、定年後の再雇用に
ついて、労使協定で基準を決めれば対象者を限定できる規定があ
る。このため、希望しても再雇用されない人がいる。る。このため、希望しても再雇用されない人がいる。

一方、会社員が入る厚生年金は支給開始年齢が段階的に引き
上げられている。男性の支給開始が６１歳となる１３年度には、多く 2
の企業が定年とする６０歳以降も働けるようにしないと、無収入の
人が出かねない（平成２３年１２月１４日 朝日新聞）



平成16年の高年齢者雇用安定法改正平成16年の高年齢者雇用安定法改正

事業主は（1）定年の引上げ、（2）継続雇用制度の導入、
（3）定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなけ（ ）定年 定 廃 、 ずれ 措置を講 なけ
ればならない。
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年金の支給開始年齢の引き上げ年金の支給開始年齢の引き上げ
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高年齢雇用継続給付は当分の間、給付か？
平成２３年１２月労政審
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年金６８歳支給を目指す政府だが…
厚労省は、厚生年金の支給開始年齢の６５歳への引き上げについて、４年前倒しするなど３通りの案を社

会保障審議会年金部会に提示した。うち２案は、原則６５歳から支給の基礎年金も含め、支給開始年齢を６８
歳に引き上げる案とセットになっている。長寿で年金受取期間が長くなる中、給付費を抑え年金財政の破綻を
防ぐ狙いがあるが、老後の生活設計を直撃する中身だけに加入者の反発は避けられそうにない。防ぐ狙いがあるが、老後の生活設計を直撃する中身だけに加入者の反発は避けられそうにない。

会社員が加入する厚生年金は現在、３年に１歳ずつ、支給年齢を６５歳まで引き上げている途中だ。基礎年
金相当の定額部分の年齢引き上げを平成２５年度（女性は３０年度）に終え、報酬比例部分は３７年度（同４２
年度）までに引き上げる計画だ。

厚労省が示した案は （１）この引き上げスケジ ルを「２年に１歳」ずつに前倒しし６５歳に引き上げる（２）厚労省が示した案は、（１）この引き上げスケジュールを「２年に１歳」ずつに前倒しし６５歳に引き上げる（２）
現在の「３年に１歳」の引き上げを維持しつつ、基礎年金も含め支給開始を６８歳に引き上げる（３）「２年に１
歳」のペースで、基礎年金も含め支給開始を６８歳に引き上げる－の３案。

女性の報酬比例部分の引き上げも前倒しで行うことで、「２年に１歳」ペースで３３年度、「３年に１歳」の場合
も 年度から男女とも 歳支給 と移行する ずれも年金受給年齢を遅ら 給付費を抑制 ようとでも３７年度から男女とも６５歳支給へと移行する。いずれも年金受給年齢を遅らせて給付費を抑制しようとい

う狙いがある。

「２年に１歳」ペースに早めると、６５歳への引き上げ完了は男性で４年、女性で９年前倒しとなり、支給開始
年齢が６１歳から６２歳に引き上がる２８年でみると、厚生年金の給付費は約８千億円縮小する。（２）（３）案の
ように基礎年金の支給開始年齢を６８歳に引き上げた場合には支給開始年齢を１歳引き上げるごとに公費支
出を５千億円削減できる。

だが、６５歳への引き上げを「２年に１歳」に早めると、６１歳から年金を受け取れるはずだった現在５７歳の
男性は受給が１年遅れて６２歳からとなる。５１～５６歳も男性で受給開始が今より１、２年ずれ込むため、社男性は受給が 年遅れて 歳からとなる。 歳も男性で受給開始が今より 、 年ずれ込むため、社
保審年金部会では「老後の生活設計に影響する」との批判が相次いだ。

支給開始年齢自体を６８歳に段階的に引き上げる場合はどうか。

（２）案では、年金支給開始年齢は基礎年金・厚生年金ともに現在４７～４８歳の男女で６６歳、４５～４６歳で
６７歳 ４４歳以下で６８歳に引き上げられ （３）案でも現在５３歳で６６歳 ５２歳で６７歳５１歳以下で６８歳か
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６７歳、４４歳以下で６８歳に引き上げられ。（３）案でも現在５３歳で６６歳、５２歳で６７歳５１歳以下で６８歳か
らの支給となる。

３案とも、受給者が多く支出増の大きな要因とされている団塊の世代（現在６２～６４歳）に影響は出ず、５０
代以下の若い世代にしわ寄せがいく中身だ。 [産業経済新聞社 2011年10月26日(水)]



年金68歳支給案 見送りへ年金68歳支給案 見送りへ
民主党厚生労働部門会議年金作業チームの１１月２２日の会合。座民主党厚生労働部門会議年金作業チ ムの１１月２２日の会合。座

長の和田隆志衆院議員はこう切り出した。「第一の前提として、支給開
始年齢の引き上げは見送りでいいですね」

政府 与党が進める社会保障 税 体改革で年金制度改革を担う同政府・与党が進める社会保障・税一体改革で年金制度改革を担う同
チームではこの日までに、厚生労働省が示した厚生年金の支給開始年
齢の引き上げ案に、「一層の引き上げを議論する状況ではない」「雇用
対策 充実が先だ など 反対が相次 た 和田氏が議論集約対策の充実が先だ」など、反対が相次いでいた。和田氏が議論集約の
最初に、今回は引き上げを見送ることを確認したのもそのためだ。

厚労省が１０月１１日の社会保障審議会年金部会に示した三つの引厚労省が 月 日の社会保障審議会年金部会に示した の引
き上げ案は、大きな反響を呼んだ。すでに６０歳から６５歳への引き上
げを段階的に実施しているにもかかわらず、さらに６８歳まで引き上げ
たり、引き上げペースを速めたりする内容だったからだ。たり、引き上げペ スを速めたりする内容だったからだ。

日本ほど高齢化が進んでいない欧米でも、米国とドイツは６７歳、英
国は６８歳への引き上げをすでに決めている。同チームも最終的には、
引き上げを完全に葬り去ることはせず 「中長期的課題 と位置づけた

9
引き上げを完全に葬り去ることはせず、「中長期的課題」と位置づけた。
[読売新聞社 2011年12月6日(火)]



「年金がまったくない年代」を雇用する際に、会
社はいくらの給与を払うのか？

橋敏夫 本音 ぶやき橋敏夫 の本音のつぶやき

「60歳の一般社員に対する給与は、２０万円前後で良い。なぜなら、年「60歳の 般社員に対する給与は、２０万円前後で良い。なぜなら、年

金の報酬比例部分および高年齢雇用継続給付を含めて、手取りが３０
万円近くになるから」と提案してきた。

さて、今後は、どう提案するべきか？ 給与２０万円では手取り１６万円さて、今後は、どう提案する きか？ 給与２０万円では手取り１６万円
になってしまう。２５万円でも手取り２０万円にしかならない。
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“65歳まで”を見据えた賃金再設計が
必要になるのか？

橋 敏夫 本音 ぶやき橋 敏夫 の本音のつぶやき

「65歳まで、希望者全員を雇用することを前
提とした場合、給与は50代から見直し減額提とした場合、給与は 代から見直し減額

することになるのだろうか？」
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正社員の職はもはや“イス取りゲーム”か？
進む継続雇用 落ちる就職内定率

◆大卒内定率最低６８ ８％ 「就職大氷河期」突入か◆大卒内定率最低６８．８％ 「就職大氷河期」突入か

厚生労働省と文部科学省の調査で、今春の大卒予定者の就職内
定率が前年同期を４・３ポイント下回り ６８・８％と過去最低を更新定率が前年同期を４ ３ポイント下回り、６８ ８％と過去最低を更新
したことで、“就職大氷河期”突入の懸念が一層高まった。

就職難は その世代の非正規雇用の常態化や所得低下などを招就職難は、その世代の非正規雇用の常態化や所得低下などを招
き、長期化は社会全体に大きな損失を与える。

■推計１２万６千人■推計１２万６千人

政府によると、今春大卒予定者のうち就職希望者は約４０万５００
０人。今回の内定率を当てはめると、約１２万６０００人が就職が決
まっていない計算になる。 [読売新聞社 2011年1月19日(水)]ま て な 計算になる。 [読売新聞社 年 月 日(水)]
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ご覧いただきご覧いただき
ありがとうございました
明日の経営に生かしましょう明日の経営に生かしましょう
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